
これからも安心・安全な
上下水道サービスを提供するため

民営化ではありません。

上下水道の経営者である利府町

が、これまでどおり責任を持っ

てサービスを提供します。

影響はありません。

現在の料金体系を維持し、上下水道サー

ビスの向上に努めます。ただし、包括的

民間委託には関連しない事由が生じた場

合（燃料費高騰や物価上昇等）には、

料金体系を検討することとなります。

変わりません。これまでどおりの支払等を

お願いします。

なお、将来的にはサービスの向上を図っていく

ため、WEBでの申し込み手続きや支払方法の

多様化を検討していく予定です。

違います。みやぎ型管理運営方式は

「公共施設等運営権」を民間企業に移

譲し、利用料金等を収入として民間企

業に事業を「運営」させる方式です。

　利府町は民間事業者に一括して「業

務を委託」するもので、「運営権・決定

権」はこれまでどおり町が担います。

令和７年４月１日から

令和１７年３月３１日まで

の１０年間です。
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